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縦
覧
期
間
９
月
18
日
㈫
〜
10
月
11
日
㈭
午

前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
15
分
※
土
曜
・

日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

縦
覧
場
所
市
役
所
3
階
都
市
計
画
課

対
象
区
域
南
平
六
丁
目
地
内

縦
覧
内
容
地
区
計
画
の
原
案

説
明
会
９
月
25
日
㈫
午
後
7
時
か
ら
南
平

駅
西
交
流
セ
ン
タ
ー
で
開
催

問
都
市
計
画
課（
☎
514
・
８
３
５
４
）

市政情報
HP

採
用
情
報

市
内
学
童
ク
ラ
ブ
臨
時
職
員
を
募
集
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勤
務
日
時
月
曜
〜
金
曜
日
の
週
５
日
正
午

〜
午
後
６
時
ま
た
は
午
後
０
時
30
分
〜
６

時
30
分
※
学
校
休
業
日
な
ど
は
午
前
８
時

30
分
〜
午
後
５
時
15
分
。
施
設
状
況
な
ど

に
よ
り
午
前
８
時
か
ら
ま
た
は
午
後
６
時

30
分
ま
で
の
勤
務
あ
り

内
容
児
童
の
育
成
・
指
導

対
象
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
①

小
・
中
学
校
・
幼
稚
園
教
諭
免
許
ま
た
は

保
育
士
資
格
有
資
格
者
②
免
許
な
ど
は
な

い
が
、
そ
れ
に
相
当
す
る
子
育
て
経
験
な

ど
を
有
す
る

時
給
①
１
千
260
円
②
１
千
190
円

そ
の
他
交
通
費
支
給（
市
の
基
準
に
基
づ

く
）、
有
給
休
暇
あ
り
、
社
会
保
険
加
入

申
込
〒
191-

８
６
８
６
日
野
市
役
所
２
階

子
育
て
課
へ
履
歴
書
、
免
許
保
持
者
は
教

員
免
許
な
ど
の
写
し
を
郵
送
ま
た
は
持
参

問
子
育
て
課（
☎
514
・
８
６
３
６
）

平
成
₃0
年
日
野
市
職
員
採
用
試
験（
２

次
募
集
）
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詳
細
は
、
採
用
試
験
要
領（
市
役
所
４

階
職
員
課
、
七
生
支
所
、
豊
田
駅
連
絡
所

に
あ
り
。
市
HP
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

可
）を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

一
次
試
験
10
月
1
日
㈪
〜
10
日
㈬
テ
ス
ト

セ
ン
タ
ー
方
式

募
集
職
種
①
保
健
師
②
事
務
職
員
Ａ（
福

祉
資
格
所
持
ま
た
は
経
験
者
）③
事
務
職

員
Ａ（
経
験
者
）④
事
務
職
員
Ａ（
障
害

者
）⑤
事
務
職
員
Ｃ（
司
書
）⑥
栄
養
士

定
員
①
５
人
②
〜
⑥
若
干
人

問
職
員
課（
☎
514
・
８
１
４
６
）

　　くらし
・手続き
HP

自
治
会
・
市
民
活
動

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ひ
の
市
民
活
動
団
体
連
絡

会
事
務
員
を
募
集

 

１
０
０
９
７
５
５

ID

勤
務
日
時
月
曜
〜
金
曜
日
の
う
ち
４
日
間

原
則
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
※
う
ち
２
日

は
時
短
勤
務（
４
時
間
）

勤
務
場
所
ひ
の
市
民
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー

対
象
パ
ソ
コ
ン
の
基
本
操
作（
ワ
ー
ド
、

エ
ク
セ
ル
、
メ
ー
ル
な
ど
）が
で
き
る
方

時
給
990
円

そ
の
他
有
給
休
暇
あ
り
。
通
勤
手
当
別
途

支
給
※
1
日
500
円
ま
で

申
込
9
月
25
日
㈫（
必
着
）ま
で
に
〒
191-

０
０
１
２
日
野
１
３
６
９
の
27
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
ひ
の
市
民
活
動
団
体
連
絡
会
へ
履
歴
書

を
郵
送
ま
た
は
持
参

問
同
連
絡
会（
☎
581
・
６
１
４
４
）

　　くらし
・手続き
HP

ご
み
・
リ
サ
イ
ク
ル

剪
定
枝
の
拠
点
収
集（
10
月
）〜
無
料
で

お
引
き
取
り
し
て
い
ま
す
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収
集
日
と
会
場
は
左
表
の
通
り
で
す
。

ご
家
庭
の
庭
木
な
ど
の
手
入
れ
で
出
た
剪

定
枝
は
、
剪
定
枝
チ
ッ
プ
化
リ
サ
イ
ク
ル

の
た
め
に
な
る
べ
く
拠
点
収
集
会
場
へ
お

持
ち
く
だ
さ
い
。

●剪定枝拠点収集（平成₃0年10月）
日程 持込時間  9：00～11：00 持込時間  13：00～15：30
4日㈭ 四ツ谷下東公園 カワセミハウス
5日㈮ 御嶽上公園 高幡不動駅北第四駐輪場入口
10日㈬ 旭が丘中央公園※ リサイクル事務所
11日㈭ てっぺん山公園 平山台健康・市民支援センター
16日㈫ 日野中央公園※ ハケ下公園
17日㈬ 駒形公園 （旧）鳥と緑の日野センター
18日㈭ 落川公園※ 日野台公園
21日㈰ 13：30～15：30クリーンセンターで臨時受付
22日㈪ 新坂下公園 日野中央公園
23日㈫ 通称 たぬき公園 沢田公園
24日㈬ さいかちぜき公園 まつばやし地区広場

※は6：00から受付

問
ご
み
ゼ
ロ
推
進
課（
☎
581
・
０
４
４
４
）

9月15日㈯から21日㈮は老人週間

　9月15日は「老人の日」、老人の日から1週間は「老人週間」です。日野市高齢者憲章第1項では、みんなで人
生の先輩を敬愛し、長寿を祝うことを定めています。
　全ての高齢者がいつまでも健康で明るく幸せに暮らすこと、意欲と経験のある高齢者がもっと社会で活躍
することはできないか、人生の先輩と一緒に考えてみる機会にしましょう。

　日野市は河川、用水、湧水などの水域
が市の約15％を占め、市の北側に多摩川、
市の中心に浅川が流れています。また、日
野台地の崖線と多摩丘陵方面には豊かな
緑が残されています。程久保川や豊富な
湧き水もあり、「水の郷日野」にふさわしい
財産です。
　さまざまな資源は、田畑を潤し数多く
の生きものを育みます。これらの身近な自
然を守り続けていくことは、地域社会の
一員である私たちの重要な役割です。
　市では、10月を環境月間と定め、「つな
ぐ！水と緑をまもるまち　ひの」を今年度

のテーマにさまざまな催しを企
画しています。ぜひ、ご参加く
ださい。

■緑と清流ポスター展
　市内の小・中学生たちが水辺や緑をテー
マに描いたポスターを展示します。
日程 10月1日㈪～12日㈮…小学生の部、15
日㈪～26日㈮…中学生の部
会場 市役所１階市民窓口課側壁面

全ての市民は、長く社会につとめた先輩として、高齢者を敬愛します。
問高齢福祉課（☎514-8495）

1010015ID
　わたくしたち日野市民は、日野市民憲章の趣旨を大切にしたまちづくりを進めて参ります。
　高齢化が進む中、意欲と経験のある高齢者は、社会の大切な担い手として活躍し、支えの必要な高齢者は、
周囲の人々や社会がしっかり支え、全ての高齢者がいつまでも健康で明るく幸せにくらしていけることを願って、
この高齢者憲章を定めます。

１　全ての市民は、長く社会につとめた先輩として、高齢者を敬愛します。
２　高齢者は、家庭及び地域や社会の一員として、共に支え合います。
３　高齢者は、家庭及び地域や社会により、健康と明るいくらしが守られます。
４　高齢者は、知識や能力を活かして社会で活躍し、知恵や経験を次の世代に伝えます。
５　高齢者には、健康維持と生きがいをつくるため、社会参加の道が開かれます。

平成29年1月1日制定

市長が長寿のお祝いに、小林理
きめ

子
こ

さん
（多摩平在住100歳）を訪問しました

かかりつけ医師などがいると
いつでも相談できて安心じゃ
な！

いつまでも健康でいるためには、身近で信頼できる
かかりつけ医師、歯科医、薬剤師・薬局があると安心です。

　横浜市生まれの小林さんは、少女時代から習っていたピアノや日本画の経験を
生かし、目黒で幼稚園を開園、30年余りにわたり幼児教育に携わってこられました。
　日野市には、昭和62年に転入され、市内の絵画サークルに所属し、自然や風景
を油絵にたくさん描き留めて、現在もご自宅に飾られています（写真）。
　ご長寿の秘訣をお聞きすると「好きなものを食べ、些

さ
細
さい

なことにこだわりませ
ん。長く平和が続き、安心して暮らすことができたからでしょう」とお話しいた
だきました。これからも元気でお過ごしください。
　なお、平成30年9月1日現在、市内に100歳以上の方は56人いらっしゃいます。
高齢者の皆さまの多年にわたる社会へのご貢献に対して厚くお礼申し上げます。

　祝
100歳！

日野市高齢者憲章

10月は環境月間です！

つなぐ！ 水と緑をまもるまち
■ミニ水族館
　市内の用水や河川に生息する魚、生物
を展示します。
日時 10月2日㈫～26日㈮8：30～17：15

■日野用水クリーンデー
日程 10月21日㈰※小雨実施
集合 9：45①よそう森公園②栄町4丁目バ
ス停付近③新町1丁目22番地月極駐車場
付近のいずれか。11：00解散

■雨水浸透施設の設置と点検・維
　持管理をお願いします
　市では、雨水の流出を防ぎ、健全な水
循環を保つため、雨水浸透施設設置をお
願いしています。既に設置している方は、
目詰まりなどにより浸透機能が低下しな
いよう点検と維持管理をお願いします。

問 緑と清流課︵☎514-8309︶

1004563ID
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